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４ 訴えの提起について 

 
茨城県は、県が所有するドローン機体の引渡し及び代替品の賃料相当額等損害金の支払を求めるため、次のと

おり裁判所へ訴えを提起する。 

１ 提訴の相手方の住所及び名称 

住           所 名    称 

東京都渋谷区恵比寿西二丁目６番２号 ＴＫＭデベロップメント株式会社 

 

２ 訴えの要旨 

  相手方に、県が所有し、相手方が現在占有しているドローン機体を引き渡すこと、代替品の賃料相当額等を

支払うこと及び相手方がドローン機体を廃棄していた場合は代替品の購入に要する費用等を支払うことを命ず

る判決を求める。 

 

上記については、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 1 項の規定に基づき、専決処分する。 

   

令和６年２月 21 日 

                                                   茨城県知事  大 井 川  和 彦    
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 農林水産部資料６  

 

令和６年第１回定例会 

営業戦略農林水産委員会資料 
 

令和５年度 決算特別委員会  

事務事業の見直し、改善の申し入れへの対応状況一覧 

 

 

令和６年３月１４日 

農林水産部 
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令和５年度 決算特別委員会 事務事業の見直し、改善の申し入れへの対応状況一覧 

【部局名：農林水産部】 

No. 申し入れの項目  
（担当課） 

申し入れの内容 Ｒ６当初予算への反映状況 その他対応状況 

１ 家畜防疫体制の強化につ

いて 

 

 

 

 

（畜産課） 

令和４年度は県内で豚熱３件、高病原性鳥

インフルエンザ６件の発生があり、今後も

発生リスクが高い状況が続くと見込まれ

る。このことから、県北家畜保健衛生所の

改築など、家畜伝染病の発生予防対策と発

生に備えた体制の構築など家畜防疫体制

を強化すること。 

〇家畜伝染病予防法に基づく農家立入

検査や、豚熱のワクチン接種体制の整

備、万が一の発生に備えた備蓄資材の

整備等防疫体制の構築。 

[参考]（ ）は一財 

・家畜伝染病予防事業費 

R5 当初：451,283 千円（183,089 千円） 

R6 当初：475,339 千円（231,484 千円） 

〇今年度も全国で発生するな

ど、発生リスクが高い状況が

続くと見込まれることから、

令和６年度から畜産課内に

「家畜衛生対策室」を設置

し、家畜伝染病の発生予防対

策及び発生に備えた防疫体

制のより一層の強化を図る。 

２ スマート農業の推進につ

いて 

 

 

 

 

（農業技術課） 

農業従事者の減少や高齢化等により、生産

効率を向上させるスマート農業の推進は

喫緊の課題である。農業従事者の導入資金

の軽減を図るなど、国の政策の動向を注視

しながら事業推進に取り組むこと。 

 

 

○最先端技術の実証と費用対効果の検

証に、研究と普及が連携して取り組

み、成果の迅速な普及に向けて技術支

援を行うとともに、導入費用を支援。 

［参考］( )は一財 

・スマート農業関連研究予算(農業総合

センター) 

R5 当初：45,004 千円(12,582 千円) 

R6 当初：51,128 千円(12,410 千円) 

・儲かる産地支援事業（スマート農業関連） 

R5 当初：51,000 千円（51,000 千円） 

R6 当初：81,000 千円（81,000 千円） 

○規模拡大に対応するスマー

ト農業技術の導入や、高収益

作物等の生産性を向上させ

るため、民間企業等と連携

し、推進役である普及指導員

の指導力を強化。 
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